
２００５年９月１０日 
 

丹生ダムの渇水対策としての治水容量 2,000万m3 
世間の理解が得られるであろうか   

 
                             千代延明憲 

 
  河川管理者は、異常渇水対策として「既往最大規模の渇水に対して断水を生じさせない」
ことを基本目標に掲げています。 
 この基本目標及び今般の異常渇水対策に関し不明なことは次の点です。 
１）既往最大規模とは、統計的に何年に一回程度起こりうると想定しているのかという

ことです。 
２）この目標達成のため、先般示された「方針」の中では、渇水対策容量を琵琶湖で確

保するとしています。具体的には琵琶湖の水位を 7cm上げるとしています。ここで
明確でないのは、琵琶湖の水位を 7cm上げることによる渇水容量確保は単なる通過
点であって、今後さらに他の方法で渇水対策容量の確保をめざすのか。それとも超

長期のことはわからないが少なくとも２０～３０年は、これでよしと考えているの

か、ということです。 
３）単なる通過点とするなら、最終目標はどこに置くのか。また、その根拠は何なのか

ということです。 
４）琵琶湖の水位を 7cmあげることに関連して、必要となる事業費がいくらかというこ
と、及びその負担はどこが負うのかということです。 
① 瀬田川の流下能力を現行計画の 800m3/sから 1,000m3/s（BSL±0m）に増大す
るに要する事業費 

② 丹生ダムで高時川の治水容量 3,300万m3を確保することに加え、琵琶湖の治水
安全度低下を補うために必要な 2,000万m3を確保するのに必要な追加事業費 

 
 以上の点は早急に明らかにして頂きたいと思いますが、それが不明な現時点でも、『丹生

ダムに治水容量 2,000万m3を確保することにより、異常渇水時に琵琶湖水位が下がるのを
2cm食い止める』ことの評価に悩みます。 
何十年かに一度の琵琶湖の水位がマイナス 150cmを超えてさらに下がるような状況にあ

って、琵琶湖の水位が 2cm下がるのを食い止める。そのことは大切なことであり、環境面
でプラスになることは否定はしませんが、そのための対価は、丹生ダムで 2,000万m3の渇
水容量を確保することの環境面のマイナスとその事業費を使うことです。事業費はまだ明

らかではありませんが、これがバランスすると世間は見るでしょうか。人口がマイナスに

転じ、節水技術の開発・普及がめざましい今、私は否定的にしか見ることができません。 
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既往最大規模の渇水への対応（私見） 

 河川管理者が、「方針」を明確にして関係先と調整に入っている段階ですが、あえて私見

を述べさせて頂きます。 
 「既往最大規模の渇水に対しても断水を生じさせない」という高い目標を実現するのに、

一人河川管理者が頑張っても実現は難しいことです。 
 シーズン到来にあわせて節水協力を求めるに留まらず、河川管理者の役割も含めて、こ

れこそ関係者が常日頃から応分の役割を担う体制作りが不可欠と考えます。 
 関係者の役割分担は次の通りです。 
１）河川管理者の役割 
・ 給水制限は最大２５％に留める。 
 ・ 大川、神崎川、新淀川への維持流量の切り下げを行う。（異常渇水時のみ） 
  河川管理者は、既往最大規模の渇水時（何十年に一度発生）でも最大限果たすことが

できる役割を明確にし、それを世間に宣言し周知させる。できないことは期待させな

いことが肝要です。その意味で、これまでは最大取水制限２０％としてきていると思

いますが、それを２５％とせざるを得ないと考えます。このことにより、水道事業者

やエンドユーザーのなすべき対応を引き出すのです。 
２）水道事業者の役割 
・ ２５％の取水制限下であっても、自らの給水域全域に断水は生じさせないよう、

必要に応じた設備能力の向上を図る。 
・ 早めの節水呼びかけを行う。（一定の状況になればいつでも行う） 
河川管理者がいくら断水は起こさせないと努力しても、給水設備に問題があればそれ

は実現できません。また、節水呼びかけは当該地域の水道事業者がユーザーに呼びか

けるのが最も効果的ですが、これは事業収入の減収に繋がるためギリギリまで実施し

ないのが一般的です。しかし、既往最大規模の渇水はいつ襲うかわかりません。一定

の状況になれば、必ず節水の呼びかけを行うよう河川管理者が水道事業者に働きかけ

ることが大切です。 
３）ユーザーである事業者の役割 
・ 節水型設備の導入及び節水型設備への改良を進める。 
今や節水技術は飛躍的に発展しています。河川管理者が、水資源開発に限界があるこ

とを周知させれば、事業者は経済合理性を求めて節水行動を強めることは明らかです。

一方、地下水利用もかなりの勢いで広がっていますが、支障のでない範囲では容認さ

れてしかるべきです。 
４）ユーザーである一般家庭の役割 

・ 節水型機器の導入、切り替えを進める。 
・ 節水行動の習慣化を進める。 
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家電、衛生機器について、節水型技術の発展がめざましく、それがセールスポイント

として定着しています。買い替えが進むにつれて、節水効果はさらに高まることが期

待できます。 
  
 以上荒削りの私見を述べさせていただきましたが、要は河川管理者だけが異常渇水対策 
を引き受けるのでなく、関係者にそれぞれ適切かつ実現可能な役割を引き受けてもらう体 
制作りがいま最も求められていることとを訴え、終わりにします。 
                                                                          以 上 
 
《参考》      大阪市水道局、大阪府営水道の毎年８月の取水量推移 
 
         大 阪 市（上水）        大 阪 府（上水） 
        １日最大  １日平均       １日最大  １日平均 
Ｈ１０年     1,862       1,670                1,939       1,776 
Ｈ１１年          1,750       1,621                1,922       1,768 
Ｈ１２年          1,808       1,628                1,897       1,803 
Ｈ１３年          1,761       1,580                1,937       1,731 
Ｈ１４年          1,711       1,576                1,922       1,723 
Ｈ１５年          1,680       1,482                1,786       1,637 
Ｈ１６年          1,616       1,462                1,907       1,622 
Ｈ１７年          1,565       1,442 
   （注）単位：千m3 
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